
給与に関する調査・研究報告の概要 
平成 22 年 3 月 30 日
大阪府人事委員会

 

 

■ 調査・研究の趣旨・目的 

公務員の給与制度に対しては、「比較対象としている企業規模が大きすぎ

るのではないか」、「賃金構造基本統計調査（賃金センサス）に比べ公務員給

与が高すぎるのではないか」などの指摘がみられます。 

 

大阪府人事委員会はこうした声を真摯にとらえ、種々の調査・研究に取り

組んできたところであり、その経過や結果をとりまとめました。 

 

■ 調査・研究のテーマと報告のポイント 

１ 民間との給与比較のあり方 

(１) より規模が小さな民間企業への給与調査 

本委員会として初めて、正社員 50 人未満（30 人以上）の民間事業

所に対する試行的な給与調査を行い、公民較差に与える影響など、そ

の経過や結果を克明に記しました。 

 

(２) 賃金構造基本統計調査（いわゆる「賃金センサス」）の研究 

賃金構造基本統計調査を、公務員の給与決定の際の「指標」として

活用できるかを検討するため、大阪府内の調査データを用いて、様々

な観点から研究を行いました。その結果、一定の活用案を示しました。

 

２ 独自給料表の作成 

組織経営の自律性を高めるためにも、現在、国家公務員の俸給表を準用

している本府職員の給料表を、本府の実情に即したものへと改めるべきで

あることから、独自給料表作成の必要性を提示し、その基本的な方向を示

しました。 

ま
た
、
賃
金
構
造
基
本
統
計

（
賃
金
セ
ン
サ
ス
）
の
活
用
に

つ
い
て
は
、
「
実
用
化
に
向
け

て
検
証
が
必
要
」
と
し
つ
つ
も
、

「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
の

内
容
に
お
い
て
所
要
の
工
夫
を

講
じ
る
こ
と
を
含
め
、
全
国
的

な
研
究
・
検
討
」
を
求
め
る
と

と
も
に
「
引
き
続
き
、
研
究
を

深
め
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
調
査
・
研
究
は
、
橋

下
知
事
の
「
民
間
の
実
態
を
反

映
し
て
い
な
い
」
と
の
発
言
を

受
け
て
、
知
事
の
方
針
を
執
行

す
る
た
め
の
人
事
委
員
会
事
務

今
回
の
調
査
・
研
究
の
テ
ー

マ
と
し
て
、
民
間
と
の
給
与
比

較
の
あ
り
方
と
独
自
給
料
表
の

作
成
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

独
自
給
料
表
の
作
成
で
は
、

「
平
成
２
３
年
度
当
初
を
目
途

に
独
自
給
料
表
の
導
入
を
図
る

必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、
橋
下

知
事
が
進
め
る
２
３
年
度
に
向

け
た
抜
本
的
な
給
与
制
度
の
見

直
し
に
追
随
し
、
導
入
時
期
を

明
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ

の
内
容
も
①
主
査
級
の
５
級
格

付
け
の
見
直
し
な
ど
の
職
務
・

職
責
に
即
し
た
職
務
の
級
の
統

合
、
②
一
定
の
役
職
者
で
の
昇

給
を
前
提
と
し
な
い
単
一
の
号

給
に
す
る
な
ど
号
給
数
の
簡
素

化
、
③
昇
給
カ
ー
ブ
の
フ
ラ
ッ

ト
化
な
ど
、
「
新
た
な
不
利
益

が
生
じ
る
こ
と
も
想
定
」
と
改

悪
の
意
図
を
露
骨
に
示
し
て
い

ま
す
。

民
間
と
の
給
与
比
較
の
あ
り

方
で
は
、
「
府
内
所
在
の
正
社

員
３
０
人
以
上
５
０
人
未
満
の

民
間
事
業
所
１
０
０
所
調
査
」

し
た
結
果
に
つ
い
て
、
①
き
わ

め
て
粗
い
試
算
で
あ
る
こ
と
を

前
置
き
し
つ
つ
も
、
今
回
の
調

査
結
果
を
含
め
た
試
算
値
で
は
、

公
民
較
差
が
▲
７
２
３
８
円
と

通
常
の
民
間
給
与
実
態
調
査

（
▲
８
８
５
円
）
に
比
べ
格
差

が
拡
大
、
特
別
給
（
ボ
ー
ナ
ス
）

で
は
年
間
３
・
８
９
月
と
通
常

の
調
査
（
４
・
１
３
月
）
よ
り

も
減
少
、
と
の
結
果
を
公
表
す

る
と
と
も
に
、
②
調
査
の
誤
差

に
起
因
す
る
精
度
の
問
題
や
調

査
を
行
う
体
制
整
備
な
ど
の
課

題
か
ら
、
現
行
制
度
の
枠
組
み

の
中
で
規
模
の
引
き
下
げ
を
追

及
す
る
こ
と
は
限
界
と
の
結
論

を
出
し
て
い
ま
す
。

３
月
３
０
日
、
大
阪
府
人
事
委
員
会
は
、
大
阪
府
知
事
及
び
府
議

会
議
長
に
対
し
「
給
与
に
関
す
る
調
査
・
研
究
報
告
」
（
以
下
「
報

告
」
）
を
提
出
し
ま
し
た
。
人
事
委
員
会
は
、
今
回
の
調
査
・
研
究

の
趣
旨
・
目
的
に
つ
い
て
「
公
務
員
の
給
与
制
度
に
対
し
て
『
比
較

対
象
と
し
て
い
る
企
業
規
模
が
大
き
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
』
な
ど

の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
声
を
真
摯
に
と
ら
え
、
種
々
の
調

査
・
研
究
に
と
り
く
ん
で
き
た
」
と
し
て
い
ま
す
。

局
長
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
掲
げ
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
府
労
組

連
は
、
公
正
・
公
平
な
第
三
者

機
関
の
役
割
を
放
棄
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
の
撤
回
を
求
め
る
と
と
も

に
、
民
間
実
態
調
査
の
あ
り
方

等
に
つ
い
て
の
十
分
な
協
議
を

求
め
て
き
ま
し
た
。

※調査・研究結果の概要は裏面に掲載
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困
難
、
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委
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の
民
間
給
与
実
態
調
査

■調査・研究結果の概要

１ 民間との給与比較のあり方

(１) より規模が小さな民間企業への給与調査

○ 調査事業所数、調査実人員等

府内所在の正社員30人以上50人未満の民間事業所100所を調査。１事業所当たりの平均調査実人員が通常の職種別民間給与実

態調査の半数程度であることや、役職段階を有している企業の割合が少ないことが判明。

○ 較差に与える影響（極めて粗い試算）等

今回の調査結果を含めた場合、平成21年4月時点での公民較差の試算値は、▲7,238円（▲1.80％）。通常の職種別民間給与

実態調査による較差▲885円（▲0.22％）に比べ、▲6,353円（▲1.58ポイント）較差が拡大。同様に、これらを含めた特別給

（ボーナス）は年間3.89月分。通常の調査による4.13月分よりも0.24月分減少。30～49人の企業に限定すれば、年間2.62月分

とさらに厳しい状況。ただし、その試算値は極めて粗いもの。調査にあたり、事業所センサス（「事業所・企業統計調査」）

の直近データ（H18.10）を用いて母集団事業所（3,591所）名簿を作成したが、調査に入ってみると、事業所の統廃合や規模の

縮小等で、3年で半数以上が対象外になっていることが判明。この点、通常の職種別民間給与実態調査は、人事院を中心とした

全国連携体制を構築し、毎年秋に、その時点での調査対象事業所の最新情報を更新。

○ 現時点での結論

企業活動が全国的に展開されている中で、母集団事業所名簿の作成一つをとっても、大阪府単独での規模の拡大は困難。併

せて、給与が生計を支える重要な勤務条件であることを考慮すれば、調査の誤差に起因する精度が問題。どの程度の抽出割合

が適切であるのか、検証が必要。その結果、多数の事業所を調査することになれば、これに対応できる体制整備が必要になる

という新たな課題が発生。以上、現行制度の枠組みの中で、規模の引き下げを追求することは限界。今後は、新たな「指標」

のあり方をも視野に入れた検討が必要。

(２) 賃金構造基本統計調査（「賃金センサス」）の研究

○ 研究の方向性

賃金構造基本統計調査の活用について、「①現行のラスパイレス比較に応用する方法」と、「②役職段階ごとに民間モデル

を定め、これに準拠するなど職務・職責により着目した方法」との二つの方向性に基づく研究を実施。

いずれの方法によるとしても、その基本となる考え方や方法は、できるだけ全国共通であることが望ましい。

○ 職種別民間給与実態調査との代替性の検証

上記①について、両者の相違点を整理。賃金構造基本統計調査は、全ての点で職種別民間給与実態調査の代替性を有すると

は言えないまでも、通勤手当を分離して把握できるようにする等で、相当程度近いものにすることが可能。また、賃金構造基

本統計調査による平均給与が、非正社員や様々な職種を含む労働者の平均給与を指す場合が多いところ、これを職種別民間給

与実態調査と同様に、雇用形態や職種等を絞り込めば、両者の水準には大きな差はない。

○ 賃金構造基本統計調査の活用例

上記②について、「5歳刻みの年齢階層」と「企業規模」や「学歴区分」とを組み合わせた活用例を提示。こうした方法によ

り、「役職段階ごとにモデルを定め、これに準拠する」ことが可能であるが、実用化に向けては、さらに検討が必要。また、

「役職段階」と「企業規模」との組み合わせにより、所定内給与及び年間給与がどのような分布状況にあるのかを集計。こう

した方法により、一定の幅の中で民間給与の実態を把握できるが、実用化に向けては、引き続き、検証が必要。

○ この報告における結論

職種別民間給与実態調査の対象範囲の拡大に自ずと限界が見られる中で、公務員給与に民意を反映するためには、既存の枠

組みにとらわれない幅広い可能性を見出すことが必要。賃金構造基本統計調査の内容において所要の工夫を講じることを含め、

この調査・報告を契機に、全国の人事委員会をはじめ、関係者の間で、研究・検討の輪が広がることを期待。本委員会として

も、引き続き、研究を深める所存。

２ 独自給料表の作成

○ 簡素でわかりやすい給与制度

近年、民間における賃金体系にも様々な変化がみられるところであり、経験、職務能力、職責などを適切に評価しつつ、併

せて、給与制度のわかりやすさが確保できるよう、バランス良い制度設計が必要。

○ 給料表の簡素化

給料表の適用上、同一の職務の級に複数の役職段階が混在し、また、一つの役職段階が複数の職務の級にまたがっており、

職務・職責に即した職務の級の統合が必要。また、部長など一定の役職者については、昇給を前提としない単一の号給にする

など、号給数を簡素化する工夫も必要。

○ 昇給カーブのフラット化の推進

現行給料表は、職務の級間での金額の重なりが比較的大きい状況。若年層の生計への配慮を講じつつ、年功的な給与上昇の

抑制と職務・職責に応じた給料構造への転換を図り、昇給カーブをよりフラット化させることが必要。

○ 円滑に定着させるための方策

制度を再構築する過程においては、職員に新たな不利益が生じることも想定。労働基本権が制約された状況下にあることを

踏まえれば、過度な不利益にならないよう適切な移行措置が必要。

○ 独自給料表の導入時期

当面、基幹給料表である行政職給料表について、平成23年度当初を目途に、独自給料表の導入を図ることが必要であり、他

の給料表についても、行政職給料表とのバランスに留意し、そのあり方を検討することが必要。

○ 総合的な人事政策との関係性

給与制度と総合的な人事政策との関係性を明確にすることが、職員の納得性を高め、士気の高揚と組織活力の向上につなが

ると考える。独自給料表の作成に向けては、それぞれの職に求められる役割や責任、職員の育成やキャリア形成のあり方など、

人事政策がめざす方向性を改めて明らかにすることを強く望む。

今
回
の
調
査
・
研
究
に
よ
り
、

調
査
の
精
度
面
等
か
ら
従
業
者

と
賃
金
セ
ン
サ
ス
と
比
べ
て
も

正
社
員
・
事
務
技
術
関
係
職
種

の
同
等
比
較
で
は
水
準
に
大
き

な
差
は
な
い
、
な
ど
の
実
態
も

明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
独
自
給
料
表
の
作
成
を
通

じ
て
、
府
職
員
・
教
職
員
の
賃

金
水
準
を
引
き
下
げ
る
と
と
も

に
、
職
員
間
・
教
職
員
間
の
競

争
意
識
を
よ
り
一
層
あ
お
る
給

与
制
度
の
改
悪
を
進
め
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。

府
労
組
連
は
、
橋
下
知
事
が

進
め
る
公
務
員
制
度
や
給
与
制

度
の
改
悪
を
許
さ
ず
、
す
べ
て

の
職
員
・
教
職
員
が
団
結
し
て
、

府
民
と
子
ど
も
た
ち
の
要
求
と

期
待
に
応
え
る
職
務
を
遂
行
で

き
る
給
与
制
度
と
賃
金
水
準

の
実
現
、
憲
法
で
保
障
さ
れ

た
労
働
基
本
権
の
回
復
に
向

け
て
と
り
く
み
を
い
っ
そ
う

強
め
る
も
の
で
す
。


